
実施日 質問順位 氏　　　　　名

1 １３番議員　川久保　皆　実

2 ２５番議員　木　村　修　寿

3 　９番議員　篠　内　幸　代

4 ２２番議員　小久保　貴　史

5 １７番議員　山　中　真　弓

6 　８番議員　青　木　真　矢

7 　６番議員　伊　藤　文　弥

8 ２８番議員　塩　 田　 　尚

9 　５番議員　樋　口　裕　大

10 １２番議員　小　村　政　文

11 １８番議員　小森谷　さやか

12 １６番議員　あさの　えくこ

13 　３番議員　田　代　　　優

14 　１番議員　川　田　青　星

15 　７番議員　梅　沢　尊　信

16 ２４番議員　木　村　清　隆

17 ２７番議員　飯　岡　宏　之

18 　２番議員　□原　アリーゼ

19 　４番議員　市　原　琢　己

20 １０番議員　渡　辺　峰　子

21 １５番議員　中　村　重　雄

22 ２６番議員　塚　本　洋　二

23 １１番議員　酒　井　　　泉

一　般　質　問　通　告

（令和７年つくば市議会定例会６月定例会議）
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（水）
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（木）
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一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 7年 5月 28日

午前 rO時 ど令分 受 付
(通告書 2  本文)No.  1

下記の事項について、質問したいので通告 します。

令和 7年  5月  28日

つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議 員 小森谷さやか

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 リチウムイオン

電池等の回収 とリ

サイ クル の状況に

ついて

県内のごみ処理施設でリチウムイオン電池が

原因とみられる発火 。発煙 トラブルが急増してい

ます。

近隣では昨年12月 、守谷市内の資源化施設で不
燃ごみを処理中に出火、施設は全損して稼働不能
になり、現在も県外の民間施設に処理を委託して
います。いまだ復旧のめどは立たず、令和 7年度
は外部委託費用だけで約 5億 円の追加費用が必

要となり、共同運営していた常総市・取手市・守

谷市。つくばみらい市の4市で負担することにな
っています。潮来市でも今年 2月 、不燃ごみ処理

中にリチウムイオン電池の発火が原因とみられ
る出火により施設は稼働不能に陥り、こちらも復
旧のめどが立っていないと報道されています。っ
くば市では幸い、そこまで大きな火災に発展せず
に済んだものの、今年 1月 にサステナスクエアと
ごみ収集車で発生した 2件の火災の様子がホー

ムページで公表され、注意喚起しています。
リチウムイオン電池発火の全国的な急増に対

応するため、環境省は今年4月 、家庭から出され
る不要なリチウムイオン電池を市町村で回収す
るよう求める方針を定め、通知を出していますと
そこで、以下について、つくば市の状況を伺いま

す。

市長

担当部長



つくば市議会議員   月 さやか    No,  2

質 '問 事 項 要 』
口 答弁者

2 HPVワ クチン

(子宮頸がんワクチ
ン)について

(1)リ チウムイオン電池を内蔵する製品の主

な種類と回収方法の現状と課題

(2)リ チウムイオン電池が原因とみられる発

火・発煙 トラブルの発生状況

(3)リ チウムイオン電池のリサイクル状況

(4)市民への周知方法の現状と課題

厚生労働省はHPVワ クチン接種後に生じた

様々な症状を訴える患者を受入れるための「協力

医療機関」を都道府県ごとに設置しています。こ

のような措置を設けているのはHPVワ クチン

のみで、他のワクチンと比較して接種後の症状の

紺応に特別な配慮を必要としている現状がうか

がえます。

今回再びこの問題を取り上げるのは、接種者数
の増加とともにこの「協力医療機関」への紹介患

者が急増しているからです。しかし厚生労働省は
「問題ない」との姿勢のままです。市民の健康を

守るため、市でできることを一緒に考えていただ

きたく、以下質問します。

(1)定期接種者及びキャンチアツプ接種者数
の推移

(2)子宮頸がん検診の受診率

(3)接種についての相談や注意喚起の状況

市長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。
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一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 7年 5月 28日

午 消 II時 う∂ 分 受 付

2 No.  1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 7年  5月  28日

つ くば市議会議長 黒田 健祐 様

つくば市議会議 あさのえくこ

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ
うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁者

1 つくば市でインク

ルーシブ教育を目指

すための学校施設の
バ リアフリー化の推

進

2021年、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律」いわゆる「バリアフリー法」
の改正法が施行され、学校施設のバリアフリー化
が新築建物については義務に、既存建物について
も努力義務になりました。文部科学省からもバ リ
アフリー化の推進について2022年及び2025年に通
知が発出されています。

今回は、地域に住む児童生徒が、身体障害があ
ることを理由に地域の学校で学ぶことを「選択で
きない」課題の解消に向け、以下伺います。

(1)つ くば市の小中学校、義務教育学校におけ
るバリアフリー設備の整備状況

(2)(1)の うち、乗用エレベーター設置につい
て

ア エレベーターが既に設置されている学校
イ アの学校で日常的にエレベーターを使用

している児童生徒数
ウ エレベーターを設置していない学校で階
段昇降機等の設備を使用し、車椅子の児童
生徒が在籍した学校数及び該当の児童生徒
数 (過去10年 )

工 今年度以降のエレベーターの設置計画と

設置タイミング (学校の長寿命化等)

市長

教育長

担当部長



質 問 事 項 要 』
口 答 弁 者

2 食品ロスを含む

食品廃棄物の減量

施策について

(3)身体障害を理由に特別支援学校に通つ

ている市内在住の児童生徒数及び現在未
就学で車椅子を使用している子どもの数

つくば市一般廃棄物処理基本計画は、現在
2020～ 2029年度の計画を遂行中であり、2025

年 3月 にこの計画の折り返し点での見直しが
まとまったところです。

この見直しに伴い「食品ロス削減推進計画」
が策定されました。国が計画策定を推進してい

ますが、国が推奨する計画値、日標値では削減
と言えないのではないか、といぅ諸外国及び国
内専門家からの意見が多く届いています。
水分が多い食品廃棄物を焼却することでの

C02増加、そして焼却灰の最終処分を他県の民
間施設に依存しているつくば市の状況を少 し
でも改善するためにも食品廃棄物の減量に取
り組むことには大きな意義があると考え、以下
伺います。

(1)つ くば市の食品ロス削減推進計画の位
置付け、食品ロスの現状及び2029年度末ま
での目標値

(2)食品ロスを含む食品廃棄物削減のために
つくば市として実施している施策
ア 生活系 (家庭系)食品ロス削減のため
の施策

イ 調理くずを含めた生活系 (家庭系)食
品廃棄物削減のための施策

ウ 事業系食品ロス減量に向けての施策

市長

担当部長

つくば市議会議昌 あさのえくこ No。 2

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる,程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。
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一 般 質 問発 言 通 告 書

令和 ″年 夕月 2′ 日
午前 //時 すつ分 受 付
(通告書 2 枚)No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 7 年 5 月 28 日

つ くば市議会議長 様

つくば市議会議員 田代 優

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ
うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 妊娠期のオンラ

イン支援の強化に

ついて

妊娠期の不安や孤立を感じる妊婦への支援と
して、オンライン相談支援の本格導入について

以下伺います。

(1)令和 4年度に実施 した専属助産師による

妊婦の身体づ くり伴走サポー トサー ビス
「MamaweH」 の実証実験について、市はその

成果をどのように評価 していますか。ま

た、確認 された課題や、利用者から寄せ ら

れた声はどのようなもので したか。

(2)品川区のオンフイン支援事例 「オンライ
ンMy助産師事業」を参考に、つくば市でも
オンラインでの妊婦支援を本格導入する考
えはありますか。

(3)妊娠期の不安を軽減し、支援情報を確実に

届けるため、母子手帳交付時や妊婦健診時に
オンライン支援を案内する考えはあります
か 。

(4)妊婦だけでなく、その家族にもオンライン

支援を周知することで、妊婦が孤立せず安心
して過ごせる環境を整える考えはあります
か 。

市長

担当部長



質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

つくば市におけ
る高校進学の課題
について

2

3 子どもたちの
「給食が少ない」と
いう声について

つくば市内の中学校卒業生の多くが市外の高
校に進学している現状について、市としての認識
及び今後の封応を以下伺います。

(1)令和 5年度 (2023年度)における市内中学
校卒業生の進学状況について、進学人数と市
内及び市外高校別の進学割合を教えてくだ
さい。

(2)こ れまで市として、高校の誘致や新設に関
し、県との協議や要望を行つた事例があれば

教えてください。

(3)今後、市内高校の魅力向上や進学先として
の選択肢の確保に向け、どのような方向性で

取り組む考えでしょうか。

今年度に入つてから、子どもたちや保護者から
「給食の量が減った」 「器が小さくなった」とい
つた声を聞いています。物価高騰の影響なども含
めて、市の現状認識と今後の対応について以下伺
います。

(1)今年度、給食の量や内容、器のサイズな
どに変更はありましたか。あつた場合、そ
の理由は何でしょうか。

(2)給食費と食材費の関係、また物価高騰が

給食に与えている影響について、市として
の認識を伺います。

(3)子 どもたちや保護者からの「給食が少な
い」との声について、市はどのように受け
止めていますか。

(4)今後、子どもたちの給食に姑する満足度や

栄養面を確保するため、給食内容の見直しや

改善の方針はありますか。

市長

教育長

担当部長

市長

教育長

担当部長

つくば市議会議昌 田代 優   NO.2

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。
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一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 7月 5月 28日
午れ |イ 時ζぢ分受付
(通告書 2 枚)No.1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 7年  5月  28日

つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議員   川 田 青星

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 投票の権利の保

障について

昨年の市議会議員選挙では投票の権利の保障
のために新たな施策が打ち出され、有権者からは

様々な声が届いています。夏に参議院議員選挙や
県知事選挙を控える中、それらの声に応え、投票
することに困難を抱える方の投票環境を改善す
ることが必要です。そこで以下伺います。

(1)投票所入場券への音声コー ド導入の検討
状況

(2)期 日前投票用タクシー助成券の発送日程
(3)今後提供を予定している合理的配慮
(4)投票所での合理的配慮の案内及び周知方

法
ア コミュニケーションボー ド

イ 投票支援カー ド

ウ 点字投票
工 代理投票

市長

担当部長



質 問 事 項 要 』
日 答 弁者

2 上下水道の老朽

化対策 と経営方針

について

埼玉県人潮市の道路陥没事故を受け、全国で上

下水道管路の老朽化への不安の声が上がってい

ますと国土交通省からも地方自治体に姑し下水道

管路の調査をするよう要請がありました。甚大な

事故を防ぐためには、持続的な老朽化対策と安定

的な経営が求められます。そこで上下水道の管路
の状況と、今後の上下水道事業のあり方につい

て、つくば市の考えを伺います。

(1)上水道の老朽化対策と経営方針
ア 管路の破損による漏水の件数
イ 管路の老朽化対策状況と今後の予定

ウ ウォーターPPPの 内容と検討状況

(2)下水道の老朽化対策と経営方針
ア 管路の破損による道路陥没の件数
イ 管路の老朽化対策状況と今後の予定

ウ ウォーターPPPの検討状況
工 下水道管路整備の考え方

市長

担当部長

つくば市議会議員 川田 青星  No.2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。
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一 般 質 問発 言 通 告 書

令不日  ″

午後
(通告書

下記の事項について、質問したいので通告します。

令和 7年  5月  28日

つくば市議会議長 様

つ くば市議会議 員 梅沢 尊信

質 問 事 項 要 』
日 答 弁者

1 「つ くタク」運

行 におけるAI化 の

影響について

本年 4月 から始まった、AIを活用 した「つくタ

ク」の運行最適化は、公共交通の効率化 と利便性

向上に大きく寄与 してお り、市民からも「便利に

なった」 「使いやすくなつた」といった多くの好

意的な声が寄せ られています。市のこうした先進

的な取組は、高く評価 されるべきものです。
一方で、現場の運転手の方々からは「運行に余

裕がなくなつた」「次のお客さんまでの時間に余

裕がなくなった」「安全確認に十分な時間が取れ

ない」といった懸念の声が多く寄せ られてお りま

す。このままでは、将来的な事故発生 リスクの増

加も危惧 されます。

そこで以下の点について質問いたします。

(1)AI化による利便性の向上について、市民か

ら寄せ られている意見の内容

(2)運転手の勤務実態や労働環境の変化に関す

る市の見解

市長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨豊を読んで盆かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

年  ケ 月 2房 日

/時 お 分 受 付
2  枚 ) No。  1



質 問 事 項 要 』
日 答弁者

2 路上等へのごみ

の不法投棄対策 に

ついて

3 騒音 。振動被害
への紺策について

現在、学園北大通り線や学園平塚線において、
尿の入つたペットボ トルなどのごみが不法投棄
されている事例が多数確認されています。その他
様々な地域でも頻発しており、市民の生活環境や
景観に深刻な影響を及ぼしています。

これらの問題に対して、現行の姑応では十分な

抑止力が発揮されておらず、更なる対策が必要で

あると考えます。
そこで以下の点を質問いたします。
(1)学園北大通り線や学園平塚線など、ごみの

不法投棄が頻発 している地域に対し、重点
的な対策を講じる考えはあるか

(2)ごみの不法投棄に対し、抑止力強化を目的
に新たな罰則を導入することについての市
の見解

近隣住民や工事業者が発する騒音や振動によ
り、日常生活に大きな支障をきたしている市民が
います。現行の制度では、警察、労働基準監督署
及び市のいずれも、強制的に行為を停止させる十
分な権限を有しておらず、そのために市民が継続
的な苦痛を強いられているのが現状です。

このような状況を踏まえ、市民の生活環境を守
る観点から、更なる対策が必要であると考えま

す。

そこで以下の点について質問いたします。

(1)現在、市が把握している生活騒音・振動に

関する苦情件数とその対応状況

(2)市が騒音・振動行為を強制的に停止させる
ことの封応の限界とその課題

市長

担当部長

市長

担当部長

つくば市議会議昌 梅沢 尊信 No.2

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



R猛 5128

一 般 質 問発 言 通 告 書

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 7年 5月 28日

つくば市議会議長 様

つ くば市 議員 木村

♭

令 和 7年 5月 28日

午 イ資 ム 時 ど0分 受 付

(通告書  1 枚)No。 1

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 インターネット

投票の実証実験に
ついて

2 宅配ボックス設

置事業について

筑波研究学園都市は、将来にわたり日本、そし
て世界に波及させるテーマの研究拠点として国
家プロジェクトにより誕生しました。この革新的
な思想を受け継ぎ、つくば市は「つくばスーパー

サイエンスシティ構想」を掲げ、未来都市の実現
に向けて、市民と共に様々な実証実験を進めてい

ます。実証実験から課題を抽出し、新しい取組を
より良い形にしていくことが、この科学の街・つ

くばの務めと考えます。その取組の一つとして、
昨年度は「インターネット投票の実証実験」が行
われました。この画期的な試みに関し、具体的な
内容と成果について伺います。

宅配便の再配達回数を削減することにより、温
室効果ガス排出量の削減を図ることと、ドライバ

ー不足の深刻化を改善することを目的として、対
象者へ「つくば市宅配ボックス設置事業補助金」
を交付しています。この補助金も含め、事業の具
体的な内容と成果について伺います。

市長

担当部長

市長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ
うお願いします。



訥 5,28

一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 7年 5月 28日

午後 め時 な分 受 付
(通告書 2 枚)No。 1

下記の事項について、質問したいので通告します。

令和7年J月 ⊇′日
つくば市議会議長 様

つ くば市議会議 昌 飯 岡 宏之

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 一
日 答 弁 者

1 地域連携公共 ラ

イ ドシェアについ

て

令和 6年 4月 から「日本版ライ ドシェア」が解
禁され、新たな移動手段となり得るかが注目を集
めています。つくば市では自家用有償旅客運送サ
ービス「地域連携公共ライ ドシェア」を令和 7年
1月 27日 から開始しました。以下お伺いします。

(1)地域公共交通を担うドライバーの募集を、
2024年 10月 1日 から開始しましたが、募集条
件、使用可能車両、提出書類、選考方法及び
‐留意事項について

(2)ドライバーの人材研修等について

(3)ス ター トして 4か月経過 しま したが、地域

連携公共ライ ドシェアの実際の状況につい

て

(4)地域連携公共ライ ドシェアによる効果 と

課題について

(5)課題についての対応 と今後の進 め方につ

いて

市  長

担 当 部 長



つ くば市議会議 員 岡 宏之  No.2

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁者

2 小規模特認校 に

ついて

昨年度、 (仮称)中根・金田台地区小学校の工

事が着工され、いよいよ来年4月 から栗原小学校
の児童が新設校と既存校に分かれて在籍し、栗原
小学校は小規模特認校としてスター トする予定
です。以下お伺いします。

(1)小規模特認校説明会の案内対象者につい

て

(2)今後のスケジュエルについて

(3)カ リキュラムの具体的内容について

長

長

長育
鍋

市

教
担



監5,29

一 般 質 問発 言 通 告 書

令和 /ア 年も 月D7日
午前 /ιク時つ〆分受付
(涌告書  2 枚 )No。  1

下記の事項について、質問したいので通告します。

令和 7年 5月  29日

つくば市議会議長 様

つくば市議会議員 紳原 アリーゼ

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 一
ロ 答 弁 者

1乳 幼児医療費助

成の拡充について
乳幼児の医療費助成制度の拡充を通じて、子

育て世代の経済的負担軽減と安心できる子育て

環境の実現を目指すために、以下の点について

伺います。

(1)現在の乳幼児医療費助成制度の助成内容

(対象年齢、自己負担額など)

(2)今後の助成対象年齢の拡大や自己負担額
の引下げなどの制度拡充予定

(3)子育て支援策としての学L幼児医療費助成
の在り方に関する市長の所見

市長

担当部長



質 問 事 項 要 』
日 答 弁者

2交 番 設置 と治安

維持体制 の強化 に

ついて

3筑 波 山周辺 の交

通渋滞紺策 と観 光

施設整備 のバ ラン

スについて

市内郊外や農村部での安全安心の向上に向
け、交番の設置状況や警察官の常駐体制につ

いて以下伺います。
(1)住民からの治安に関する声に対しての、

近年の交番の新設、再編又は撤去といった

動きに関する市の認識

(2)郊外地域において防犯体制を強化するた
めの、県警に姑して交番設置や警察官常駐
の要望を行う考えの有無

(3)市 として、交番の新設を後押しするため
の、土地の提供や建物整備などの支援を検
討する考えの有無

筑波山周辺の交通渋滞と観光開発のバランス

確保に向け、以下についてお尋ねします。

(1)現状の渋滞や交通対策について

ア 筑波山周辺の交通混雑状況の現状分析
イ これまでの市の対策内容

(2)今後の具体的な対策について

ア 分散型駐車場整備 とシャ トルバス運行

の検討状況

イ 周辺 自治体・関係機関との連携の取組

市長

担当部長

市長

担当部長

つ くば市議会議昌 ′l櫛原 ア リー ゼ No. 2

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



く猛5,29

一 般 質 開発 言 通 告 書

牟乳舟縁〉八モゴ母
No.  1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 7年  5月  29 日

つ くば市議会議長 様

_   市原 琢己

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 上郷高校跡地の

利用、陸上競技場、

その他 の市内運動

施設について

2 夏の感染症対策
について

上郷高校跡地の利用、陸上競技場、その他の市

内の運動施設について伺います。

令和 6年第 2回定例会令和 7年 2月 定例会議

にて「ここ 1・ 2年のコロナ感染の推移を見ると

8月 と1月 に二峰性に感染症が増えている」と発

言させていただきました。

加えて「感染対策の一番基本で一番簡便なもの

は手指衛生、うがい」「公共施設であればそ うい

ったポスターを掲示 して感染対策月間として 7

月からトライ して、少 しでも感染者数を減 らすよ

うな努力というのも必要」と発言させていただき

ま した。今年も夏休みシーズンに向けて感染が増

えると予想 していますが、市の対策について伺い

ます。

市長

担当部署

市長

担当部署



P、 7.5129

一 般 質 問発 言 通 告 書

令和 夕年 す月ユ′口
午前 //時 2)分 受付
(通告書 3 枚)No.1

下記の事項について、質問したいので通告 します。

令和 7年 5月 29日

つ くば市議会議長 様

つくば市議会議員 渡 辺 峰 子

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 空き巣等への防

犯対策について

昨年来、いわゆる「闇バイ ト」によって集めら

れた若者による連続強盗事件が全国各地で発生
しております。これらの事件は、住人が在宅中に

もかかわらず押し入るという手口で、暴力によつ

て金品を算うという凶悪なものであり、負傷者の

発生のみならず、監禁や死亡にまで至る事例も報
告されています。こうした事件により、市民の間
には大きな不安が広がっており、今後も同様の事

件が発生する危F父性がある中で、継続的な防犯対

策が求められています。
また、最近では市役所職員や警察官を装つて家

庭の情報を聞き出す詐欺的手日も確認されてお

り、特に高齢者の方々にとつては「何をどのよう
に備えればよいのか」と、不安を抱える状況が続
いています。
つきましては、以下の点についてお伺いいたし

ます。

(1)当市における防犯対策推進の取組状況につ

いて

(2)市内の防犯カメラの設置状況及び今後の設

置計画について

市長

教育長

担当部長



質 問 事 項 要 』
日 答弁者

2 学校施設整備 に

ついて

(3)「閣バイ ト」の実態や対策について

ア 当市における被害の現状について

イ SNS上での犯行募集書き込みへの対応

及び若者からの相談体制の現状について

ウ 教育現場における防犯意識の啓発及び

注意喚起の取組について

(4)防犯設備の導入に紺する市の助成制度の

有無及びその内容について

現在、つくば市においては「学校施設長寿命化

計画」に基づき、公立学校施設の総合的かつ計画

的な管理が推進されているところです。多くの施

設において修繕。改修工事が進められております
が、近年の社会状況や学校を取り巻く環境の変化
により、整備の優先順位にも見直しが必要となっ

ているものと考えます。

学校施設は、児童生徒が安全かつ快適に学習・

生活できる環境であることが求められます。特

に、衛生面や老朽化姑策といった観点から、以下
の点についてお伺いいたします。

(1)市内公立学校 トイ レの洋式化の進捗状況

及び今後の計画について

(2)市内公立学校プールの劣化状況及び改修

等の対応方針について

市長

教育長

担当部長

つくば市議会議員__辺垂辺_峰 子  No。 2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



つ くば市議会議 員 辺 峰 子  No.3

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁者

3  リトルベ 1ゴ ー

(低出生体重児)ヘ
の支援について

本年 2月 に「リトルベビーハンドブック」が全

国的に展開されました。茨城県ではこれに先駆

け、2022年 より「いばらきリトルベビーハンドブ

ック」を発行し、極低出生体重児 (出生体重
1500g未満)の赤ちゃんを出産された保護者に姑
し、県指定の医療機関等を通じて配布 していま

す。   
イ

こうした背景から、「リトルベビーハンドブッ
ク」では、極低出生体重児に対応 した発育曲線や

記録項目が掲載され、個別の成長を丁寧に見守る

ためのツールとして評価されています。また、
2025年 4月 から配布されている新しい母子健康

手帳では、発育曲線の最小値が見直され、より多

様な赤ちゃんに紺応できるよう改善されました。
子どもたちの命を守り育む支援の一環として、

以下の点についてお伺いいたします。

(1)つ くば市におけるリトルベ ビー (低出生体

重児)の出生数及び把握状況について

(2)安心 して搾乳できる環境づ くりについて

ア 公共施設における授乳室・搾乳スペー

スの設置状況について

イ 授乳室で搾乳ができることを示すシン

ボルヤークの導入 と普及に関する考えに

ついて

市長

担当部長



倉猛5,29

一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 7年 5月 29日

午 Ttt θ時 ;∂ 分 受 付
(通告書 1 枚)No。 1

下記の事項について、質問 したいので通告 します。

令和 7年  5月  29日

つ くば市議会議長 様

つ くば市議会議 昌 中 村 重 雄

質 問 事 項 要 島
口 答 弁 者

1 市内防犯の取組
について

2 小規模特認校 の

取組について

近年、国内において侵入窃盗、自転車や 自動車

の盗難、特殊詐欺など多 くの犯罪が発生 してお

り、つくば市内においても同じ傾向にあるが、発

生件数の推移 と防犯封策について以下伺 う。

(1)犯罪発生件数 と直近 5年間の推移について

ア 特殊詐欺

イ 自動車盗難

ウ 強盗及び強盗未遂

(2)市内の防犯組織の活動状況について

(3)市 内小中学校における防犯教育の取組につ

いて

つくば市においてつくばエクスプレス沿線地

域では児童生徒が増加傾向にある中、2026年度か

ら児童数の減少により、谷田部南小学校が小規模
特認校になります。小規模特認校は「少人数をい

かした学校で通学区域に関係なく市内のどこか

らでも就学できる」とのことだが今後の取組につ

いて、以下伺う。

(1)ど ういった特色をいかした学校を目指すの

か

(2)現在計画している新たな取組はあるのか

(3)通学区域外からの募集人数について

市長

教育長

担当部長

市長

教育長

担当部長

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読ん歪企かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



P―
猛529 一 般 質 問発 言 通 告 書

令 和 7年 5月 29日

午 免々 1時 御 分 受 付

(通告書 1 枚)No.1

下記の事項について、質問したいので通告します。

令和 7年  5月  29日

つくば市議会議長 様

つくば市議会議員  塚本 洋二

※ 一般質問を行うに当たっては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
口 答 弁者

1 小中学校の体育

施設へのエアコン

設置について

2 妊産婦タクシー

利用費助成事業に

ついて

小中学校の体育館や武道場などの施設へのエア
コン設置について伺います。

(1)現在の進捗状況

(2)今後の方針及び課題

妊産婦タクシー利用費助成事業について、利用条

件や利用状況などの詳細について伺います。

市長

教育長

担当部長

市長

担当部長



一 般 質 問発 言 通 告 書

下記の事項について、質問したいので通告します。

令不日7年 5月 29日

つくば市議会議長 様

つくば市議会議員 酒井 泉

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

彰
受
Ｎｏ。

助
紡
嘲

年

時

‐

嗣俗
鵡

令

午

く

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

1 高エネ研南用地
の一括売却は、違約

金を払つても解約

すべきです。

(1)つ くば市は、議

会の議決を経な
いで (市 民の了

解を得ないで)、

一括売却を進め

て来ました。

(1)つ くば市は、民主主義の手続を踏んでいま

せん。

議会で議決したのは、総合運動公園用地以

外の用途で市以外の第二者へ譲渡することに
ついてのみです。

(2)議会では、一括売却も、そのやり方も、議

決していません。

(3)議会の報告書 (提案書)は、多様な土地利

用を提案しており、一括売却は容認 してい

ません。

(4)市は、「高エネ研南用地は土地開発公社の

ものであつて市 (市民)の ものではない」
と言う理屈で、議会の議決は不要と言つて

議決を拒否しました。 (全員協議会)

(5) 「土地開発公社 とい うのは法人格 を有 して

いるので、自治体 とは別だ」 とい うのが、

前回の答弁でした。

(6)し か し、何度 も言いますが、市は土地購

入の際、「市民のために」と言つて、市 (市

民)の リスク保証 (債務保証)で銀行か ら

融資を受けて土地を買つています。

市長

担当部長

うお願いします。



つ くば市議会議員 酒井 泉  No.2

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注 4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

(2)高エネ研南用

地 の一 括 売 却

は、「随意契約」

なのに、プロポ
ーザル審査の内

容も、グッドマ

そして、市 (市民)のお金で債務を返

してから、もう の イま

のではなく公社のものだと言つて、市民

同意 (つまり議会の議決)無 しに (市長
一存で)、 民間事業者に全部一括で転売しま
した。これは、合法であつたとしても、市

|

政の「道理」を無視した「横暴」なやり方

です。  '
(7)これについて、市長に、「合法なら何をや

つてもよいのか ?」 、「議会で多数なら何で

もできるのか ?」 とお聞きしました。

(8)これに対して、「そのように思つたことは

ない、様々な議論を積み上げて、民主主義
のプロセスを経ている」、とおつしゃってい

ました。

(9)しかし、議会での議論を拒否しているので

すから、「様々な議論」を積み上げておら

ず、「民主主義のプロセス」も経ていませ

と。

(10)現在、市長は、「合法なら何をやつてもよ
い」、「議会で多数なら何でもできる」とい

うやり方 (行政手法)を、市民の前にさら

け出しているのです。

質問 1 今後は、高エネ研南用地の売却契約

内容について、議会に説明をすべき

と思いますが、市の見解を示してく

ださい。

(1)つ くば市は、墨塗の理由は「企業の利益を

侵害 しないため」と回答 していますが、「公

開によつてどの様な企業利益が侵害 される

のか」については明らかに していません。

市長

担当部長



質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

ンジャパ ンと

契約 内容 も、

部分が墨塗 り

非公 開です。

くば市は、非

開の理 由を明

かに していま

ん。

(3)プ ロポーザ

審査 とい う衣を

約 の非公開がも

た らす利権政

の閣 (やみ )

(4)プ ロポーザ

審査の条件と

う契 約 内容

ら、契約は無
です。

ら

かぶった

(2)土地利用の内容や、つくば市が使用する

災拠点についての契約内容 (仕様)は、

後工事が進めばいずれ明らかになります

ら、企業秘密は非公開の理由にはな りま

ん 。

(3)企業秘密以外の非公開理由があるとす

ば、「談合」か「賄賂」、「入札情報の

洩」といった不正行為以外にありません。

質問2 グン ドマンジャパ ンとの契約内容を

公開 してください。公開 しないなら、

その理由を述べてください。

これまでつくば市議会は、利権政治を排するた

めに、長年の努力で入札制度の改善を行つてきま

した。しかし、プロポーザル審査という衣をかぶ
つた随意契約の非公開がまかり通れば、入札制度

改革以前の、「非公開の随意契約」によつて

がまか り通つた時代に逆戻 りです。こんな

ことは、議会も市民も絶対に受け入れることは

きないと思います。

質問3.プロポーザル審査の内容を全て公開

してください。もし公開しないというこ

となら、それでもなおプロポーザ
の内容が適正であったということを、
のように説明するのですか。

(1)プロポーザル審査時に、つくば市が出し

契約の条件

① 土地購入価格と土地利用計画の提示

② 防災多目的利活用広場 40,000ポ以
③ 防災備蓄倉庫 2,400∬～2,600だの

蓄面積
災 用

今

カ

長

当部長

市長

当部長

つくば市議会議員 酒井 泉  No。 3

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



つくば市議会議員 酒井 泉  No.4

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁者

⑤ つくば市は、年間 4.000万円までの使

用料を支払う。
(2)プロポーザル審査時に、各応募企業がつく
ば市に出した条件

① プロポーザル審査の内容が墨塗で非公

開のため、全てが不明です。
(3)グ ッドマンジャパンがつくば市に提示し
た条件

① 土地購入価格は 110億円 データセン

ター、物流倉庫

② 防災多目的利活用広場 40,000ポ以上

③ 防災備蓄倉庫 2,400ポ～2,600ドの備
蓄面積

④ 災害用水源等

⑤ 年間の使用料は無償

(4)防災拠点の整備内容については、現在でも
不明なままです。
① グッドマンジャパンヘの売却契約書の

中身が不明です (現在、大部分が墨塗で

非公開)

② 年間 4,000万円の施設使用料に相当す
る防災拠点の中身 (仕様)も不明です。

③ たつた20年間の契約期間終了後は、防
災拠点施設の機能や存続はどうなるのか

も不明です。

☆年間4,000万 円までの使用料に見合う防災拠点
を整備 し、これを市に無僧で提供す るのがこプロ

ポーザル審査時の条件です^これを満たされい契

約は無効です。

質問4-1 年間 4,000万円の施設使用料に相

当する防災拠点の仕様を示してくだ

さい。



質 問 事 項 要 』
日 答 弁 者

(5)今後、つくば市
がプロポーザル

審査の内容を公

開せず、グッド
マンジャパンと
の契約書も公開
しないのであれ

ば、契約解消の

補償金を支払つ

てでも、グッド
マンジャパンと
の契約は解消す
べきです。

20年間の契約期間終了後は、防

拠点施設,の機能や存続はどうなる

か明らかにしてください。

(1)黒田議長を通して、執行部に全員協議会に

よる防災公園の説明を求めましたが、「現在の

ところ執行部が説明することは何もない」、
「夏か秋頃説明する」との回答でした。

(2)契約してから、1年半以上も経っているの

に、一番重要な「防災拠点の整備内容」が不

明である契約は異常です。

(3)契約の細部の条件について交渉中である

としたら、既に契約書を交わし、一部の工事
の着手を許可してしまっているので、交渉が

遅れれば遅れるほどつくば市は不利になりま

す。 (市が支払う違約金額が増大するからで

す。)

(4)つ くば市政の現状に対するつくば市民の

大きな不満が、ここでも顔を出しています。

① 施策が決まる前には市民に情報を出さ

ず、

② 決まつてから情報を出して了解を求め

る。

③ 共創は言葉だけで、「統治と管理」が

市政の実態です。

(5)つ くば市は、今すぐにでも防災拠点の整備
内容と将来の利用条件を市民に明らかにす

る必要があります。これは急を要します。

災

の

市長

担当部長

つ No. 5

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



つくば市議会議員 酒井 泉  No.6

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4
のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
口 答 弁 者

(6)都 市計画の権

限は地方 自治体

にあ ります。今

後つ くば市が主

体的に長期にわ

たる都市計画を

進 めて行 くのに

は、要 (かなめ)

となる土地はつ

くば市が所有 し

ていることが必

要です。

契約の細部の条件について交渉中で
|

あるとしたら、決定前に、至急議会の

全員協議会で進捗状況について説明を

してください。

(1)都市計画は、地方自治体の「長期計画」で

す。

(2)一般の企業や個人は、銀有している土地に
1,4%の 固定資産税と 0。 15%の都市計画税を

支払わなければなりません。このため、企

業や個人には、長期的な土地利用計画や都

市経営は元々無理なのです。しかし、地方

自治体は、市有地に固定資産税を支払 う必

要はなく、民間に貸して地代を取ることも

可能です。つまり、長期的な都市計画に基
づく都市経営は、地方自治体が担わなけれ

ばならないのです。

(3)地方自治体が長期的な都市経営を担つて

行くには、要 (かなめ)と なる土地は地方

自治体が所有していることが必要です。
(4)現在、「市有地を売却 して一時金を手に

し、事業者から固定資産税を取つた方が得
だ」、「土地は必要になつたらいつでも買え

る」などという、極めて近視眼的で無責任
な発想から、研究学園都市の中心部の大面

積の高エネ研南用地を一括売却して、その

権利を放棄しようとしています。

(5)しかし、これは、高い確率でつくば市の都

市計画 (未来)に禍 (わ ざわい)を もたら

し、市民に損害を与えます。

(6)違約金 (こ れまでの工事の補償金)を支払
つてでも解約 し、市民の資産を守ることが
つくば市民の長期的な利益になります。

市長

担当部長



質 問 事 項 要 』
口 答 弁 者

2 市長の海外出張

問題 と、公益通報者

保護法違反の「通知

文」問題

(1)市長 の海外 出

張の問題点

(7)現在つ くば市が進めようとしている道の

駅の構想についても、将来の都市計画の一

環 として、用地はつ くば市が取得する方向

で検討すべきで しょう。その方が、事業者

が資本を事業本体に注ぐことができて、事

業が成功する可能性が高くなります。

質問 6 今後のつくば市の都市計画の将来と、

都市経営に必要な用地の所有と保存に
ついて、市の方針 (考 え)をお聞かせく

ださい。

(1)事前の出張命令書が不十分です。

招へい内容、訪問の企画書、予想 される

効果等の記述がありません。

(2)事後の出張報告書がありません。

発表に対する反応、討論内容、得 られた

知見、明 らかになつた問題点等の記述が必

要です。プログでの情報発信は、正式な報

告ではありません。

(3)対外交渉でなければ、村進行員は不要です。

なぜ 2～ 6名 もの随行員が必要なので しょ

9か ?

(4)規定を超 えて旅費を支出していることも

問題です。

質問 1-1 市長の海外出張の随行員の必要性

と理由について説明してください。

質問1-2 今後の主張命令書、出張報告書の

在り方について、市の方金十をお示し

ください。

市長

担当部長

つ No. 7

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



質 問 事 項 』
日要 答 弁 者

(2)職員 か らの公

益通報 (外部通

報)を、酒井泉

が Xで公開 した

ことに対 して、
つ くば市は、職

員全員 に 「通知

文」 を送付 しま

した。

(3)通知文の問題

点

通知文の内容は以下のとおりです。

(1)市職員は、上長からの承諾なく、正当な理

由なく、行政文書 (行政情報)を外部に提

供してはならない。

(2)(提供した行政文書が)不確実な情報と共

にSNSに拡散された場合、(市民への行政文

書の提供は)地方公務員法の信用失墜行為
の禁上に抵角虫する可能性がある。

(3)(市職員が)安易に市民へ行政文書を提供
しない様に、(幹部職員は)職員への指導を

徹底し、厳正な職務規律の保持に努めよ。

(4)さ らにつくば市は、
「通知文は、職員への注意喚起である」、

「注意喚起によつて職員が処罰される事態を

避けたい」、「上長からの承諾なく、正当な理

由なく、行政文書 (行政情報)を外部に提供
した場合は処罰の対象となる」などとしてい

ます。

質問2 私に匿名で公益通報をした職員は、

処罰の対象 となるのですか ?

(1)憲法 21条によつて保障される表現の自由

を実現するために保障されなければならな
い市民の知る権利を蔑ろにする施策です。

(2)今回のような情報提供は、地方公務員の職
に対する信用失墜行為だと決めつけている

が、寧ろ逆であり、このような公務員の行

為は、事なかれ主義が蔓延している地方公

務員の中にも正義を貫こうとする者がいる

ということを示すことであつて、地方公務

員の信用を高めるものですと

市長

担当部長

市長

担当部長

つ No. 8

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。



つ くば市議会議 員 酒井 泉  No.9

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり(通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 』
日 答 弁者

(4)「通知文」は公

益通報者保護法

に違反 していま

す。

(3)要綱は市役所の内部文書に過ぎず、条例 と

違って法的な拘束力はあ りません。職員が

市の要綱に従わずに外部通報をしたと言 う

理由で処罰することはできません。

質問3 。上記の(1)～ (3)について、つくば市
の見解を示してください。

(1)市議会議員は、公益通報の外部通報先で

す。
公益通報者保護法第 2条第 1項本文に

は、公益通報をする相手方として、「当該役

務提供先若しくは当該役務提供先があらか

じめ定めた者……、当該通報対象事実につ

いて処分……若しくは勧告等……をする権

限を有する行政機関若 しくは当該行政機関
があらかじめ定めた者……又はその者に対
し当該通報対象事実を通報することがその

発生若 しくはこれによる被害の拡大を防止

するために必要であると認められる者」と

書かれており、市議会議員は公益通報先に

該当します。

(2)消費者庁は公益通報の対象となる事実に
ついて次の様に記しています。
「具体的な法令名や条項を明示する必要

はなく、当該通報が『公益通報』に該当す
るか否か判断できる程度に、またその後の

調査や是正等が実施できる程度に具体的な

事実を知らせる必要がある」

(3)市長の野放図な海外出張費の使用実態は、
公費の適正な使用に関する法令違反であ

り、業務上横領罪に該当します。

市長

担当部長



つくば市議会議員 酒井 泉  No,10

※ 一般質問を行うに当たつては、明確な答弁を求めるため、会議規則第61条編注4

のとおり、通告書に発言の要旨等を読んで分かる程度の具体的内容を記入されるよ

うお願いします。

質 問 事 項 要 一
ロ 答 弁者

“脚 肇C命責こ糧含認 露憲σ螂
なら、虚偽の内容を具体的に指摘してくだ

さい。

(5)公益通報は、元々上司の許可なしに出す

ものです。酒井泉がXで公表した公益通報の

内容を理由にして、「安易に市民へ行政文

書を提供しない様に、 (幹部職員は)職員
への指導を徹底し、厳正な職務規律の保持

に努めよ」と言うのは、公益通報者に対し

て十分な威嚇効果があります。

質問4 通知文は修正もしくは撤回すべきと

思いますが、市の見解をお示しくださ
い。


